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はじめに 

東京都議会（以下「都議会」という。）及び東京都議会議会局（以下「議会局」とい

う。）は、都内に影響がある災害が発生した場合、災害の状況に応じて、以下のとおり

３段階の体制をとる。 

情報連絡を主とする第１次態勢及び第２次態勢では、「東京都議会災害情報連絡事務

局」を設置し、発災時に必要な対応を行う。応急時の議会活動の計画や、執行機関等へ

の要望の取りまとめを行う第３次態勢では、「東京都議会災害対策連絡調整本部」及び

同事務局を設置し、対応する。 

このマニュアルでは、第３次態勢の事務局である「東京都議会災害対策連絡調整本部

事務局」について取り扱う。 

 
 都議会及び議会局の災害時応急態勢 

 

一部の議会局職員が参集 

局部長は連絡態勢をとり、必要に応じて参集 

 

第１次態勢では、以下の業務を行う。 

・正副議長及び各会派役員等議員並びに局部長への情報連絡 

・議事堂内の設備の安全維持（財務局との連携） 

・帰宅困難者一時滞在施設との連携 

・第２次態勢移行への準備 等 

 

管理部長及び一部の議会局職員が参集 

局部長（管理部長を除く。）は連絡態勢をとり、必要に応じて参集 

  

第２次態勢では、第１次態勢に加え、以下の業務を行う。 

・情報収集態勢強化 

・第３次態勢移行への準備 等 

 

（以下、本マニュアル） 

 

正副議長及び各会派幹事長が参集し、本部を設置 

議会局全職員が参集し、事務局を設置 

 

第３次態勢では、第２次態勢に加え、以下の業務を行う。 

・応急時の議会活動の計画及び調整 

・議員の安否、連絡場所等の確認 

・東京都災害対策本部への連絡及び要請 等 

 

 

第１次態勢 

 

東京都議会 

災害情報連絡事務局 

第２次態勢 

  

東京都議会 

災害情報連絡事務局 

第３次態勢 

 

東京都議会 

災害対策連絡調整本部 

及び 

事務局 
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第１ 第３次態勢の概要 

 

○第３次態勢【震度６弱】 

 東京都議会災害対策連絡調整本部及び事務局を設置 

 

（１）本部及び事務局の設置 

   次のいずれかの場合に設置する。 

① 知事が東京都災害対策本部を設置したときで、都内数区市町村の地域につ

いて、災害が発生し、又は災害の発生が予想されるとき。 

② 災害の発生その他の状況により、議長が必要と認めたとき。 

 

（２）本部及び事務局の役割 

議長を本部長とし、被災状況等の把握、議員の安否及び連絡場所等の確認、

応急時の議会活動の計画及び調整、東京都災害対策本部への連絡及び要請等を

行う。事務局は、これを補佐する。 

 

＜本部組織図＞ 

 

東 

京 
都 

災 

害 

対 

策 

本 

部 

 

 

 

 

被災・復旧

要望 

 

 

 

 

 

 

 

被災状況等 

情報提供、 

要望事項の

回答 

東京都議会災害対策連絡調整本部 

議事堂６階控室１(03-5388-4498) 

又は 

議事堂４階第１４委員会室 

（控室１が使用不可の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

安否・居所 

連絡場所・

被災状況等

報告、 

要望事項の 

連絡 

 

 

 

 

 

 

 

安否確認、 

要望事項の

回答、 

情報提供 

都 

議 

会 

議 

員 

 

 

 

 

 

要望事項 

 

 

 

 

 

 

 

状況報告、 

要望事項の

回答  

都 
 
 
 
 
 
 

民 

事務局（次ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

副本部長（副議長） 

本 部 員 

（議運在籍会派の幹事長） 

本部長（議長） 

○ 本部構成員である議員は、全員議事堂に参集する。参集できない場合には、本部に連

絡して連絡場所等を報告し、常に連絡できる態勢とする。 

○ 本部構成員以外の議員は、安否、居所、連絡場所、各地被災状況等を本部に連絡する。

連絡がない場合は、事務局から連絡する。 

○ 議会局職員は、全員議事堂に参集する。 
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＜事務局組織図＞ 

東京都議会災害対策連絡調整本部 

議事堂６階第１会議室(03-3348-2115,03-5388-4434（議員連絡用)） 

又は 

各課執務室（本部が第１４委員会室に設置された場合） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

＜事務局の職務分担表＞ 

総 務 部 

（管理部長） 

 

本部の庶務事務 

庶 務 班 班長：総務課長、総務課職員（控室職員を除く。） 

秘 書 班 班長：秘書課長、秘書課職員 

用 度 班 
班長：経理課長、企画調整担当課長、審査担当課長、 

経理課職員 

報 道 班 班長：広報課長、広報課職員 

帰宅困難者受入班 班長：調査情報課長、各課応援職員 

議事・連絡部 

（議事部長） 

 

議員との連絡調整 

議 事 班 
班長：議事課長、 

議事課職員（委員会総括担当、議事担当） 

議員連絡班 
班長：議案法制課長、総務課職員（控室職員）、 

議案法制課職員、議事課職員（委員会担当） 

要望集約班 
班長：記録担当課長、 

議事課職員（記録総括担当、記録担当） 

情 報 部 

（調査部長） 

 

情報の収集・整理 

情報収集班 

班長：政策調査担当課長、 

調査情報課職員（管理担当、調査担当）、 

図書館職員 

情報集約班 
班長：外務担当課長、特命担当課長、 

調査情報課職員（外務担当） 

システム管理班 
班長：調整担当課長、 

調査情報課職員（情報企画担当） 

※ 状況により内容を変更することがある。 

 

事務局長（議会局長） 

【総務部】 

・庶務班 ・秘書班 

・用度班 ・報道班 

・帰宅困難者受入班 

 

【議事･連絡部】 

・議事班 

・議員連絡班 

・要望集約班 

【情報部】 

・情報収集班 

・情報集約班 

・システム管理班 
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＜事務局各班の職務連携＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 
 

部 
情 

報 

部 

情報収集班 

・情報部の庶務 

・被災状況の情報収集 

・災害対策本部の活動状況収集 

情報集約班 

・被災状況等の取りまとめ 

システム管理班 

・局内情報システムの 

復旧・維持管理 

総 

務 

部 

 

帰宅困難者受入班 

・帰宅困難者一時滞在施設の運営 

報道班 

・報道機関との連絡調整 

秘書班 

・本部員の秘書 

庶務班 

・本部の庶務 

・総務部の庶務 

・災害対策本部との連絡調整 

 

用度班 

・被害把握及び修繕 

・備蓄品等の運搬・配布 

 

議事班 

・議事・連絡部の庶務 

・本会議等の開催調整 

議員連絡班 

・議員の安否確認、被災状況報告 

 

 

要望集約班 

・議員の要望事項の集約 

議
事
・
連
絡
部 

（一体的運営） 
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第２ 議会局職員の業務 

１ 参集 

（１）参集基準 

夜間・休日等の勤務時間外において、本部が設置された場合に参集する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）参集上の注意点 

① 参集可能である職員 

ア 参集する際は、活動しやすい服装で、職員カードや着替え等を携行するとと

もに、非常食、医薬品、ラジオ、懐中電灯等の災害対策用品を可能な限り持参

すること。 

なお、職員カードについては、交通規制等が行われている際に提示を求めら

れることがあるので、必ず携行すること。 

イ 参集にあたっては、事故・災害等の被害を受けないよう十分注意すること。 

ウ 参集途上の被害状況について、可能な限り把握すること。 

 

② 参集不可能である職員 

自己及び家族の被災状況や周辺の状況等により参集が困難な場合には、事務局

へその旨を連絡すること。その際、周辺の被災状況についても報告すること。 

 

（３）参集場所 

議事堂６階 第１会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部設置の確認方法 

・ 本部が設置された際は、その旨マスコミに発表するので、その情報を得る。なお、

本部設置の情報を得られない場合でも、東京都災害対策本部が設置され、都内数区

市町村において災害が発生した場合には、同時に本部を設置することとなるので、

参集する。 

・ 「議会局緊急連絡網」により、直接電話連絡を受ける（次ページ参照）。 
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（４）議会局緊急連絡網 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 平成２８年３月現在の緊急連絡網であり、幹部緊急連絡網及び各課（館）緊急連絡

網による。 

※ 二重枠の職には、総務局総合防災部から災害対策用携帯電話が配備されている。 

 

 

 

 

東京都災害対策本部 

  連絡調整 

 

課長代理 

（庶務担当） 
総務課長 

議会局長 

管理部長 

秘書課長 

経理課長 

広報課長 

議案法制課長 

議事課長 

調査情報課長 

調整担当課長 

（図書館長兼務） 

議事部長 

調査部長 

課緊急連絡網 

課緊急連絡網 

課緊急連絡網 

課緊急連絡網 

課緊急連絡網 

課緊急連絡網 

課緊急連絡網 

館緊急連絡網 

災対テレホンメモ記載連絡先 
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２ 初動時の態勢 

発災当初は、早期参集者が以下のとおり初動時態勢の準備・運営を行うものとする。 

 

（１）リーダーの特定 

早期参集者の中から、事務局長（議会局長）が参集するまでの間、下表の順位に

基づきリーダーの特定を行い、その者の指揮命令のもとに準備・運営を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）リーダーの役割 

① 各職員は、自身がリーダーになる場合があることを想定し、このマニュアルを

熟知しておくことで、常日頃から即座の対応ができるようにしておくこと。 

 

② 上位のリーダーが参集した場合、それまでの対応等を詳細に伝達し、運営に遺

漏のないようにすること。 

 

（３）本部及び事務局の設営準備 

各職員は、参集次第、リーダーの指揮命令の下、次ページ以降に示す本部及び事

務局の設営にあたる。 

 

【６階北側図面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１位 ①管理部長、②議事部長、③調査部長 

第２位 課長級 

第３位 統括課長代理級 

第４位 課長代理級 

第５位 主任又は主事（年長者から就任） 

事務局 

設置場所 

本部 

設置場所 
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（４）初動時態勢の準備・運営 

  ① 本部の設営 

   ア 場所 

     議事堂６階 控室１ 

 

   イ 設営 

   （ア）開扉 

      原則として、巡視職員及び委託警備職員に開扉を依頼する。 

   （イ）設営 

      以下の項目に留意し、次ページの「本部配置図」のとおり設営する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 本部員休憩室 

本部員の休憩室として、控室１の隣の応接室を使用する。 

  

机・椅子の配置 ※控室１にあるものをそのまま利用する。 

・ 入口寄りに、２人掛け大型机５台をコの字型に設置し、各机に肘掛け付き椅子を

２台ずつ、計１０脚を設置する。 

 

・ 中央部に、２人掛け大型机３台を並べて設置し、各机に肘掛け付き椅子を２台ず

つ、計６脚を設置する。 

 

・ 窓側の机２台は既存であるため、肘掛け付き椅子３台のみ設置する。 

 

本部及び事務局の席次 

 次ページのとおりとする。その際、名札を机上に設置する。 

 

各班の配置 

 本部を直接補佐する、庶務班及び秘書班のみ設置する。 

 

情報機器の設営 

・ 災害情報端末（以下「DIS」という。）が既に１台設置されているが、必要に応

じて、４階総務課執務室に設置されている DIS を本部へ移設し、活用する。 

 

・ スクリーン及びプロジェクターを４階北側消耗品倉庫より調達し、設置する。

DIS を接続し、スクリーンに投影する。 

 

・ 電話は、既存電話を含めた２台を庶務班席に設置する。増設分の接続は、第１会

議室内の端子に接続することにより行う。 
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非常用電源 

非常用電源 

第４党幹事長 

第２党幹事長 

副本部長（副議長） 

本部長（議長） 

第１党幹事長 

第３党幹事長 

必要に応じて、スクリーンを設置

する。 

スクリーン及びプロジェクター

は、４階北側消耗品倉庫より調達

する。 

プロジェクター 

及び端末 

事
務
局
長 

総
務
部
長 

議
事
・
連
絡
部
長 

情
報
部
長 

秘
書
班
長 

秘
書
班 

庶
務
班
長 

庶
務
班 

庶
務
班 

HUB 

プロジェクター等で使用する

端末に接続可能 

5388-4498 56-511（既存） 

本部配置図（控室１） 

入口 

← 

事務局 

DIS 
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  ②事務局の設営 

   ア 場所 

     議事堂６階 第１会議室 

   イ 設営 

   （ア）開扉 

      原則として、巡視室職員及び警備委託職員に開扉を依頼する。 

   （イ）設営 

      以下の項目に留意し、次ページの「事務局配置図」のとおり設営する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

机・椅子の配置 ※第１会議室にあるものをそのまま利用する。 

・ ２人掛け机を向かい合わせにし、縦５列、横４列になるよう設置する 

  また、通路側には１台のみのものを縦５列になるよう設置する。 

・ 各机に人数分の椅子を設置する。 

 

各班の配置 

 次ページのとおりとする。 

 

情報機器の設営 

・ NTT 独自回線電話【外線発着信専用電話（内線は不可）】 

  図中の★印の部分に計９台を設置する。 

  電話機は、第１会議室倉庫内に保管している。 

 

・ 都庁内線使用電話【外線発着信（ダイヤルインなし）及び内線発着信電話】 

  図中の☆印の部分に計１０台を設置する（既存電話２台、増設分８台）。 

  増設分の電話機は、廊下等に設置されているアナログ電話を調達する。調達に当

たっては電話線を離線する必要があるが、第１会議室内に電話線が保管されている

ので、それを用いて接続する。詳細は別紙１「電話機設置要領」を参照。 

 

情報機器の設営 

・TAIMS 端末 

 第１会議室内に設置してある HUB に接続することで、ネットワークの利用が可能 

 

・コピー機 

 必要に応じて、秘書課執務室から調達する。 

 

・FAX 

 回線整備予定。回線整備後は、F ネット対応の FAX を移設し、使用する。 
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事務局配置図（第１会議室） 

TV 

災害時用 

備蓄品置場 
（倉庫） （応接室） 

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

《議員連絡班》 

《情報収集班》 

《情報集約班》 

《要望集約班》 

《議事班》 

《報道班》 

《用度班》 《秘書班》 《庶務班》 

《    》 
システム 

管理班 

5388 

 
4497 

3348 

 
2119 

3348 

 
2118 

5388 

4489 

5388 

4436 

5388 

4434 

3348 

2117 

3348 

2116 

3348 

2115 

 56-565 

 56-566 

 56-564 

 56-567  56-568  56-562 

 56-561 

 56-513 

（既存） 

56- 

563 

（既存） 

56- 

514 

（既存） 

 

（既存） 

本部 

↓ 

電話配線   電話端子 ※FAXについては回線整備予定 
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（５）本部及び事務局設営にあたっての留意事項 

  ア 防災服の着用 

参集職員は、議事堂に到着次第、必要に応じて、議事堂地下１階倉庫１内に保

管されている防災服を着用し、業務を行うこと。 

 

  イ 議事堂内の点検（別紙２－１、２－２及び２－３参照） 

    本部及び事務局設営後、議員や職員が安全に本部や事務局に到達できるよう、

議事堂内を点検すること。点検は、リーダーの指揮命令の下、２人１組態勢をと

り、各組で担当フロアを分担し、議事堂内の被災状況の確認を行う。 

    なお、点検にあたっては、夜間休日勤務を行っている巡視職員及び委託警備職

員による議事堂内の被災状況の確認が進んでいることがあるため、その状況を踏

まえ、各フロアを点検すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ 議事堂内の警備 

    発災時には不審者が議事堂内に侵入する可能性があるため、巡視職員との連携

の下、議事堂内の警備を行う。 

 

（６）議員及び職員との連絡体制の確保（別紙３及び４参照） 

   本部及び事務局設営後、議員及び参集していない職員の安否確認を行う。 

   なお、議員は発災時に速やかに本部へ連絡することとなっているが、被災場所や

通信の状況等を考慮し、事務局からの積極的な電話連絡を行うものとする。 

 

（７）東京都災害対策本部との連絡・情報収集体制の確保（別紙５参照） 

   東京都災害対策本部には、議会局災害対策要員用の座席が、本部室及び通信室（電

話あり）にそれぞれ１席ずつ設けられている。同本部との連絡体制を確保するため、

本部室に庶務班１名、通信室に情報収集班１名を派遣し、情報収集を行うものとす

る。 

 

  

主な確認事項 

・電源（電気が通っているか否か） 

・電話機・インターネット（通信できるか否か） 

・トイレ（使用可能な状態となっているか否か） 

・エレベーター（昇降可能か否か） 

・階段（扉等を含め人が通行可能な状態か否か） 

・給水設備（使用可能か否か） 

・執務室等各部屋 
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（８）本部会議の開催（別紙６参照） 

本部長の指示により本部会議が開催された場合には、次のような順序で報告、決

定に基づく対応を行う。 

  ① その時点までに収集した情報の報告(議員の安否状況、被災状況、復旧状況等) 

  ② 本部会議で決定した事項への対応 

 

（９）備蓄品の運搬 

   本部員、事務局職員の参集状況を踏まえ、必要量の備蓄品を本部及び事務局に配

布する。 

  ① 配布方法 

    用度班が支給の事務を行う。必要に応じ、各部より応援職員を募り、運搬及び

配布にあたる。 

   （参考） 

    資料３「東京都議会議会局災害時における備蓄品の支給に関する要綱」 

 

  ② 備蓄品保管場所 

   ア 第１会議室倉庫内（６階） 

   イ 倉庫１（地下１階） 

 

  【地下１階図面】 

 

３ 本態勢への移行 

  職員の参集が進み、総合的な事務局の運営が可能だとリーダーが判断した場合には、

「第１ 第３次態勢の概要」に記載の組織構成に基づき、事務局の運営を行うものと

する。 

備蓄品 

保管場所 
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４ 各班の業務内容 

庶務班・・・本部会議の庶務事務、事務局各班の全体状況の把握及び連絡調整 

（１）本部の庶務 

① 本部会議への報告 

② 本部会議の会議録作成 

③ 端末機、プロジェクター等の調整 

（２）東京都災害対策本部との連絡調整（状況により情報収集班からの応援を得る。） 

（３）各部各班からの状況報告書の受理及び取りまとめ 

（４）初動時体制での活動内容の取りまとめと本部への報告 

（５）体制の取りまとめ 

① 各部各班の運営状況の確認 

② 各部各班の参集職員の把握 

③ 職員が不足する班への補充（事務局職員の振り分け配置） 

（６）警備状況の取りまとめ 

（７）総務部の庶務 

① 他部との連絡調整 

② 部内他班との連絡調整 

 

秘書班・・・本部員の秘書事務 

（１）本部長及び副本部長並びに本部員の参集状況又は安否状況の確認 

（２）執行状況の庶務班への報告（報告書：別紙７） 

（３）本部長及び副本部長並びに本部員の秘書事務 

① 給茶、食事等の準備 

② その他秘書事務 

 

用度班・・・議事堂の被害の把握及び修繕並びに備蓄品等の運搬・配布 

（１）初動時対応における庁舎内被害状況の把握 

① 早期参集者からの点検簿の取りまとめ 

② 点検簿による庁舎内の再確認 

（２）議事堂の被害処理 

① 応急処理可能なものの処置 

② 財務局建築保全部への修繕依頼案件の取りまとめ 

（３）災害用資器材及び備蓄品等の各部への運搬、配布及び在庫管理 

（４）各執務室の復旧処置 

（５）執行状況の庶務班への報告（報告書：別紙７） 
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報道班・・・報道機関との連絡調整 

（１）報道機関に対する本部活動の報道 

（２）報道機関からの情報入手 

（３）執行状況の庶務班への報告（報告書：別紙７） 

 

帰宅困難者受入班・・・東京都災害対策本部による一時滞在施設の運営補佐 

（１）総務担当 

① 東京都災害対策本部（帰宅困難者対策班）との連絡調整 

② 班長の補佐、施設の安全確認、開設準備 

③ 担当者会議の開催、施設記録の作成 

（２）情報担当 

① 一時滞在施設開設日時及び場所等の帰宅困難者対策部門への報告 

② 施設滞在者名簿の作成及びインターネットへのアップロード 

（３）保健衛生担当 

傷病者対応 

（４）物資担当 

備蓄物資の状況の確認、運搬及び配布 

（５）相談担当 

① 施設滞在者のニーズを把握、施設滞在者の中から協力者を募集 

② 施設滞在者カードの配布・収集及び情報担当への引継ぎ 

（６）防犯消防担当 

① 施設内の巡回 

② 火災発生時の消防署等への通報、初期消火活動及び避難誘導 

 

議事班・・・本会議・委員会等の開催の調整 

（１）本会議、常任委員会、特別委員会等の開催、中止等の調整 

（２）本部への諮問事項の調整 

① 各部、各班との諮問事項の協議 

② 関係各局との調整 

（３）執行状況の庶務班への報告（報告書：別紙７） 

（４）議事・連絡部の庶務事務 

① 他部との連絡調整 

② 部内他班との連絡調整 
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議員連絡班・・・議員との連絡（安否確認、要望受付、被災状況報告等） 

（１）初動時対応における議員の安否の確認 

（２）議員からの要望受付（受け付けたものは要望集約班へ提出） 

（３）本部の進捗状況及び都全体の被災状況の議員への報告 

（４）庶務班からの本部会議録及び端末機情報（被災状況）の収受 

（５）執行状況の庶務班への報告（報告書：別紙７） 

 

要望集約班・・・議員の要望事項の集約 

（１）議員連絡班と調整の下、各議員の要望事項の取りまとめ 

（２）集約した要望事項の連絡本部への諮問 

（３）本部決定事項の東京都災害対策本部への要請 

（４）執行状況の庶務班への報告（報告書：別紙７） 

 

情報収集班・・・東京都災害対策本部の活動状況の収集 

（１）東京都災害対策本部への連絡員の派遣 

（２）派遣連絡員との連絡調整 

（３）東京都災害対策本部の審議状況等の情報収集班への報告 

（４）被災状況の収集 

（５）執行状況の庶務班への報告（報告書：別紙７） 

（６）情報部の庶務事務 

① 他部との連絡調整 

② 部内他班との連絡調整 

 

情報集約班・・・被災状況等の取りまとめ 

（１）参集議員からの各居住地における被災状況の聴取及び取りまとめ 

（２）情報収集班からの報告事項の取りまとめ 

（３）執行状況の庶務班への報告（報告書：別紙７） 

 

システム管理班・・・局内情報システムの復旧・維持管理 

（１）議会局ＬＡＮ及び議会局サーバの復旧・維持管理 

（２）各部の情報システムの運用支援 

（３）総務局情報システム所管部署との連絡調整 

（４）執行状況の庶務班への報告（報告書：別紙７） 
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資 料 編 
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電 話 機 設 置 要 領 
 

１ NTT 独自回線電話の設営【外線発着信専用電話（内線は不可）】 

（１）電話機１０台を第１会議室倉庫から持ち出し、１１頁・１３頁の「★」部分へ設置する。 

（２）第１会議室内にある電話端子に接続できるようになっているので、１１頁・１３頁に表記され

ている電話番号の端子を当該電話機に接続する。 

 

２ 都庁内線使用電話の設営【外線発着信（ダイヤルインなし）及び内線発着信電話】 

（１）廊下等において使用しているモジュラージャックの接続が可能なアナログ電話８台を接続コー

ドから取り外して、６階第１会議室へ持ち込み、1３頁の「☆」部分へ設置する。 

（２）第１会議室内にある電話端子から接続コードが延びるようになっているので、1３頁に表記され

ている内線番号の端子を当該電話機に接続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他 

  第１会議室の既存電話２台、控室１の既存電話１台はそのまま使用する。 

 

（参考）第１会議室付近のアナログ電話設置場所 

１ ５階北側 電話ボックス（１台） 

２ ５階南側 電話ボックス（１台） 

３ ６階北側 議会運営委員会理事会室前電話ボックス（１台） 

４ ６階南側 第１５委員会室と第１会議室の間の通路及び電話ボックス（５台） 

移設する内線電話機（８台） 接続する端子番号 

モジュラージャックと端末の差込口 

 

 

５６－５６１ 

５６－５６２ 

５６－５６３ 

５６－５６４ 

５６－５６５ 

５６－５６６ 

５６－５６７ 

５６－５６８ 

別紙１ 
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庁 舎 内 等 施 設 点 検 簿（１） 

 

    階 記入者  点検日時   年  月  日   時   分 

 

 

点検場所  
 

 

 

 

被 災 状 況 

 

 

 

電気設備・通信機器の状況も含む 

 

 

 復旧見込み所見 

 

 

 

 

 

点検場所  
 

 

 

 

被 災 状 況 

 

 

 

電気設備・通信機器の状況も含む 

 

 

 復旧見込み所見 

 

 

 

別紙２－１ 
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庁舎内等施設点検箇所一覧表 

地下１階 

地下倉庫、文書倉庫、図書館倉庫、運転職員控室、警備員控室、駐車場出口斜路下倉庫 

１ 階 

巡視室 

２ 階 

正面玄関、エントランスロビー（南・北）、２階共用事務室、経理課分室、図書館、ＰＲコーナー、第

２会議室、談話室１、談話室２、談話室３、談話室４、洗面所（北側・南側） 

３ 階 

第１～８委員会室及び理事会室、総務課会議室、議員休養室、警視庁控室、消防庁控室、 

洗面所（北側・南側）、給湯室（北側・南側） 

４ 階 

局長室、管理部執務室、議事部執務室、調査部執務室、報道関係者控室、コンピュータ室、 

第９～１４委員会室及び各理事会室、消耗品倉庫、洗面所（北側・南側）、給湯室（北側・南側） 

５ 階 

各会派等控室、洗面所（北側・南側） 

６ 階 

秘書課執務室、議長室、副議長室、議場、第１５委員会室、議会運営委員会室及び理事会室、 

議長特別応接室、第１会議室、応接室、控室１、洗面所（北側・南側） 

７ 階 

議場傍聴席、議場傍聴ロビー、屋上部分 

 

※工事等の影響により、点検箇所が変更になる場合がある。 
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庁 舎 内 等 施 設 点 検 簿（２） 

２・７階 記入者  点検日時  年 月 日   時  分 

 

ト イ レ 

 

２ 

 

 

 

階 

北側 

男 性 用 

 

 

女 性 用 

 

 

身障者用  

南側 

男 性 用 

 

 

女 性 用 

 

 

身障者用  

 

７ 

 

 

 

階 

北側 

男 性 用 

 

 

女 性 用 

 

 

身障者用  

南側 

男 性 用 

 

 

女 性 用 

 

 

身障者用  

 

 

別紙２－２ 
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庁 舎 内 等 施 設 点 検 簿（３） 

３～６階 記入者  点検日時  年 月 日   時  分 

 

ト イ レ 

 

 

 

 

 

階 

北側 

男 性 用 
Ａ階段寄り  

Ｂ階段寄り  

女 性 用 

Ａ階段寄り  

Ｂ階段寄り  

身障者用   

南側 

男 性 用 
Ｄ階段寄り  

Ｅ階段寄り  

女 性 用 
Ｄ階段寄り  

Ｅ階段寄り  

身障者用   

 

 

 

 

 

階 

北側 

男 性 用 
Ａ階段寄り  

Ｂ階段寄り  

女 性 用 
Ａ階段寄り  

Ｂ階段寄り  

身障者用   

南側 

男 性 用 

Ｄ階段寄り  

Ｅ階段寄り  

女 性 用 
Ｄ階段寄り  

Ｅ階段寄り  

身障者用   

 

 

 

※使用可能か否かの確認 

別紙２－３ 
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議員安否確認及び要望集約表 

議員名（          ） 〔会派名：           〕 

住   所 電 話 ＦＡＸ 携帯電話 安否 

自 宅    

 

 

事務所     

 

要 望 事 項 等 集 約 票 

日 時 事       項 受 者 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

別紙３ 
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職員安否確認及び参集状況表 

課名（      ） 

 

氏名 住  所 電  話 ＦＡＸ 安否 

 

 
自宅 

携帯 
   

登庁可能日     月   日   時 参集日時    月   日   時 

摘 要  

 

氏名 住  所 電  話 ＦＡＸ 安否 

 

 
自宅 

携帯 
   

登庁可能日     月   日   時 参集日時    月   日   時 

摘 要  

 

氏名 住  所 電  話 ＦＡＸ 安否 

 

 
自宅 

携帯 
   

登庁可能日     月   日   時 参集日時    月   日   時 

摘 要  

別紙４ 
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情 報 収 集 票 

 

連絡者  

収集日時   年  月  日  時  分 

記入者  

 

 

別紙５ 
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本 部 会 議 録 

 

日 時    年   月   日   時 記入者  

 

 

別紙６ 
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執 行 状 況 報 告 書 

 

      班 日 時   年  月  日  時 記入者  

 

 

別紙７ 
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東京都議会の災害時応急体制に関する要綱 

 

平成 ８年 ９月２５日議総第 ４０１号   

平成１３年 ２月 ５日議総第 ９２８号改正 

平成２４年 ３月２８日議総第１１７６号改正 

 

 大規模な災害時における議会活動の重要性に鑑み、その応急体制について全議員による申合せに基

づき本要綱を制定する。 

（目的） 

第１条 この要綱は、都の地域で大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

知事が東京都災害対策本部を設置したときに、議会が整える応急体制に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（本部の設置） 

第２条 議長は、次に掲げる事態が発生した場合、東京都議会災害対策連絡調整本部（以下「本部」

という。）を設置する。 

（１）知事が東京都災害対策本部を設置したときで、都内数区市町村の地域について、災害が発生し、

又は災害の発生が予想されるとき。 

（２）災害の発生その他の状況により議長が必要と認めたとき。 

２ 本部は、議事堂に設置する。 

（本部の組織） 

第３条 本部は、議会災害対策連絡調整本部長（以下「本部長」という。）、議会災害対策連絡調整副

本部長（以下「副本部長」という。）、及び議会災害対策連絡調整本部員（以下「本部員」という。）

をもって構成する。 

２ 本部事務を補佐させるため、本部に議会災害対策連絡調整本部事務局を置く。 

第４条 本部長には議長、副本部長には副議長、本部員には議会運営委員会委員在籍会派の幹事長又

は代表をもって充てる。 

（職務） 

第５条 本部長は、本部を代表し、本部事務を統括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 本部員は、本部長を補佐し、本部事務に従事する。 

（本部の所掌事務） 

第６条 本部の所掌事務は、次の事項とする。 

（１）応急時の議会活動の計画及び調整 

（２）議員の安否、居所、連絡場所等の把握及び確認 

（３）議員の被害状況及び要望事項等の取りまとめ 

（４）議員に対する被災地の被害状況、応急活動状況等の報告及び連絡 

（５）東京都災害対策本部との情報交換及び連絡 

（６）東京都災害対策本部への要請 

（７）前各号に掲げるもののほか、応急時の議会に関する必要な事項 

資料１ 
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（本部員の参集） 

第７条 本部員は、本部が設置されたときは、直ちに本部に参集するものとする。 

（議員の責務） 

第８条 議員は、本部が設置されたときは、直ちに本部に安否、居所、連絡場所等を報告しなければ

ならない。 

（資器材等の備蓄） 

第９条 本部は、災害時における応急体制に対応するため、本部用の資器材及び生活物資等を備蓄す

る。 

（雑則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。 

 

   附 則（平成１２年議総第９２８号） 

 この要綱は、平成１３年２月５日から施行する。 

 

   附 則（平成２３年議総第１１７６号） 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 
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東京都議会議会局の災害時応急体制に関する要綱 

 

平成 ８年９月２５日議総第 ４０２号   

平成２４年３月２８日議総第１１７７号改正 

平成２５年７月 ５日議総第 ３５４号改正 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都議会の災害時応急体制に関する要綱（平成８年９月２５日議長制定）第

３条第２項の規定に基づき設置される議会災害対策連絡調整本部事務局（以下「事務局」という。）

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（事務局の設置） 

第２条 事務局は、議事堂に設置する。 

（事務局の組織） 

第３条 事務局は、議会局職員をもって組織する。 

２ 事務局に、議会災害対策連絡調整本部事務局長（以下「事務局長」という。）を置き、議会局長

をもって充てる。 

３ 事務局長は、議会災害対策連絡調整本部長（以下「本部長」という。）の命を受け、事務局を総

括する。 

４ 事務局の組織及び分掌事務は、次のとおりとする。 

（１）総務部  

  ア 庶務班 

  （ア）議会災害対策連絡調整本部の庶務 

  （イ）東京都災害対策本部との連絡調整 

  （ウ）他部との連絡・調整 

  （エ）他の部、班に属さないこと 

  イ 秘書班 

  （ア）本部長、議会災害対策連絡調整副本部長（以下「副本部長」という。）及び議会災害対策

連絡調整本部員（以下「本部員」という。）の秘書事務 

  （イ）本部長、副本部長及び本部員の連絡・調整 

  ウ 用度班 

  （ア）資器材、生活物資その他必要物資の調達及び運搬 

  （イ）議事堂の被害状況の把握及び応急修理 

  エ 報道班 

  （ア）報道機関に対する連絡・調整 

  オ 帰宅困難者受入班 

  （ア）東京都議会議事堂帰宅困難者一時滞在施設の運営 

（２）議事・連絡部 

  ア 議事班 

  （ア）会議、常任委員会、特別委員会等の開催又は中止等の調整、連絡及び準備 

資料２ 
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  （イ）部内他班に属さないこと 

  イ 議員連絡班 

  （ア）議員との連絡調整（安否等の確認、被害状況等の報告・連絡） 

  ウ 要望集約班 

  （ア）議員からの要望事項等の取りまとめ 

（３）情報部 

  ア 情報収集班 

  （ア）東京都災害対策本部の把握している被害状況の収集 

  （イ）東京都災害対策本部の活動・復旧状況の収集 

  （ウ）部内他班に属さないこと 

  イ 情報集約班 

  （ア）東京都災害対策本部から収集した情報の取りまとめ 

  ウ システム管理班 

  （ア）局内情報システムの復旧・維持管理 

  （イ）総務局情報システム所管部署との連絡調整 

（事務局職員の参集） 

第４条 事務局職員は、事務局が設置されたときは、直ちに議事堂に参集する。 

（資器材等の備蓄） 

第５条 事務局は、災害時における応急体制に対応するため、事務局用の資器材及び生活物資等を備

蓄する。 

（雑則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、事務局長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は決定日から施行する。 
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東京都議会議会局災害時における備蓄品の支給に関する要綱 

 

平成２４年３月２８日議総第１１７５号   

平成２８年３月２８日議総第１１８３号改正 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都議会議会局（以下「議会局」という。）の災害時における備蓄品の管理

に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

（備蓄品） 

第２条 議会局が備蓄する備蓄品は、次のとおりとする。 

（１）食糧 一人あたり３日分程度（９食程度） 

（２）飲料水 一人あたり３日分程度（３リットル程度） 

（３）その他必要な物資 

（支給対象者） 

第３条 この要綱で、備蓄品の支給対象となる者（以下「支給対象者」という。）とは、次に定める

者をいう。 

（１）東京都議会議員 

（２）議会局職員 

（３）その他（１）及び（２）に準ずる者 

（支給の実施） 

第４条 備蓄品は、災害等の発生時に、業務上必要な場合又は帰宅が困難な状況である等の場合に支

給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、備蓄品の入替えのため、防災訓練等の際にも支給することがある。 

３ 備蓄品の支給の実施は、総務課による備蓄品の出納申請により総務課長が承認し行う。 

４ 前項の規定により支給した備蓄品に残が生じた場合等は、総務課による備蓄品の出納申請により

総務課長が承認し、返納を受ける。 

（配布部隊） 

第５条 支給にあたり、総務課は備蓄品の配布のため、必要に応じて各課より職員を招集し、合計２

０名程度の配布部隊を編成する。 

２ 各課から招集する人数は、各課の職員数により按分した人数を基本とする。 

３ 配布部隊は備蓄場所から備蓄品を運び、支給対象者へ配布する。 

４ 配布部隊の人数及び按分比は状況により変更することがある。 

（備蓄品の管理事務の委任） 

第６条 総務課は、備蓄品を管理するため、次に掲げる事務を行う。 

（１）別記様式１による備蓄品の出納に関すること。 

（２）別記様式２による備蓄品の在庫管理に関すること。 

（３）配布班の運営に関すること。 

２ 前項に掲げる各事務は、東京都議会災害対策連絡調整本部事務局（以下「連絡調整本部事務局」

という。）が設置されたときは、連絡調整本部事務局用度班に委任する。 

資料３ 
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   附 則（平成２４年３月２８日議総第１１７５号） 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２８年３月２８日議総第１１８３号） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
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様式１ 

備蓄品出納申請書 

 

 

年  月  日 

総務課長 殿 

申請者 

 所属 

 氏名 

 

 

備蓄品の出納について、下記のとおり申請いたします。 

 

 

品 名 区分 数量（単位） 
・受入事由 

・支給予定先等 
特記事項 

 
・受入 

・支給 
（  ）     

 
・受入 

・支給 
（  ）     

 
・受入 

・支給 
（  ）     

 
・受入 

・支給 
（  ）     

 
・受入 

・支給 
（  ）     

 
・受入 

・支給 
（  ）     

 

 

上記申請のとおり承認する。 

                      年  月  日    

 

 

 

 

 

 

 

総務課長 
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数
量

単
位

　
　
　
　
　
　
　
年
度

（
毎
年
度
更
新
す
る
。
）

前
年
度
繰
越

備
蓄
品
詳
細

（
4
月
1
日
現
在
）

受
入
･
支
給
時

増 減 数

残 高 数

様
式
２

受
入
･
支
給
時

年
月
日

残 高 数

増 減 数

増 減 数
備
　
考

保 存 用 飲 料 水 食 糧区  分
品

名
保
存
場
所

保
存
期
限

年
月
日

受
入
･
支
給
時

年
月
日

増 減 数

残 高 数

残 高 数

残 高 数

増 減 数

照 明 災 害 用 品

端 ま で 記 入 し た ら 、 新 規 用 紙 を 利 用

受
入
･
支
給
時

年
月
日

受
入
･
支
給
時

年
月
日

調 理 用 具 衛 生 用 品 寝 具

災
害
対
策
用
備
蓄
品
在
庫
管
理
受
払
簿
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